
議案第６号

渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。

令和７年１月２１日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例

渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例（令和元年渋

川市条例第１２号）の一部を次のように改正する。

第１１条の２第２項中「１００分の５５」を「１００分の６０」に改める

。

別表第１及び別表第２を次のように改める。

別表第１（第３条関係）

月額報酬表

適用範囲 号給 報酬額（円）

１ 一般事務等職員 １ ２１４，５００

２ ２１５，７００

３ ２１７，１００

４ ２１８，４００

５ ２１９，７００

６ ２２１，７００

７ ２２３，６００

２ 消費生活センター相談 １ ２１６，４００

員その他の職員で規則に ２ ２１７，６００

定めるもの ３ ２１９，１００

４ ２２０，４００

５ ２２１，７００

６ ２２３，７００

７ ２２５，５００



３ 公民館長その他の職員 １ ２３３，６００

で規則に定めるもの ２ ２３５，０００

３ ２３６，５００

４ ２３７，９００

５ ２３９，３００

６ ２４１，４００

７ ２４３，５００

４ 保育士（担任）、幼稚 １ ２４４，１００

園教諭（担任） ２ ２４５，５００

３ ２４７，１００

４ ２４８，６００

５ ２５０，０００

６ ２５２，３００

７ ２５４，４００

５ 生活相談員 １ ２５９，８００

２ ２６１，３００

３ ２６３，０００

４ ２６４，６００

５ ２６６，１００

６ ２６８，５００

７ ２７０，８００

６ 気象防災アドバイザー １ ２７３，７００

、防災専門員 ２ ２７５，３００

３ ２７７，１００

４ ２７８，７００

５ ２８０，４００

６ ２８２，９００

７ ２８５，３００

７ 幼稚園長、幼稚園型認 １ ３１７，９００

定こども園長 ２ ３１９，８００



３ ３２１，８００

４ ３２３，７００

５ ３２５，６００

６ ３２８，６００

７ ３３１，４００

８ ＩＣＴ教育アドバイザ １ ３８９，７００

ー ２ ３９２，０００

３ ３９４，５００

４ ３９６，９００

５ ３９９，２００

６ ４０２，８００

７ ４０６，２００

９ 北橘歴史資料館長 １ １３４，１００

２ １３４，９００

３ １３５，７００

４ １３６，５００

５ １３７，３００

６ １３８，６００

７ １３９，８００

１０ 社会教育指導員 １ １６１，５００

２ １６２，４００

３ １６３，５００

４ １６４，４００

５ １６５，４００

６ １６６，９００

７ １６８，３００

１１ 教育研究所所長 １ １８６，８００

２ １８７，９００

３ １８９，１００

４ １９０，２００



５ １９１，３００

６ １９３，１００

７ １９４，７００

１２ 青少年センター指導 １ １８７，９００

員 ２ １８９，０００

３ １９０，２００

４ １９１，３００

５ １９２，５００

６ １９４，２００

７ １９５，８００

１３ 家庭児童相談員、母 １ ２１６，９００

子・父子自立支援員 ２ ２１８，２００

３ ２１９，６００

４ ２２０，９００

５ ２２２，２００

６ ２２４，２００

７ ２２６，１００

備考 第１項から第８項までの職員のうち、一般職非常勤職員の勤務時間

条例第３条第１項の規定により定められた勤務日が５日未満の場合は、

勤務日を５日で除して得た数に報酬額を乗じて得た額とすることができ

る。この場合において、１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て

るものとする。

別表第２（第３条関係）

時間額報酬表

適用範囲 号給 報酬額（円）

１ 事務補助員その他の職 １ １，１３０

員で規則に定めるもの ２ １，１３５

３ １，１４０

４ １，１５０

５ １，１５５



６ １，１６５

７ １，１７５

２ 温泉・観光施設等職員 １ １，１８５

その他の職員で規則に定 ２ １，１９０

めるもの ３ １，１９５

４ １，２０５

５ １，２１０

６ １，２２５

７ １，２３５

３ 調理員 １ １，２２５

２ １，２３０

３ １，２４０

４ １，２４５

５ １，２５５

６ １，２６５

７ １，２７５

４ 特別支援教育支援員そ １ １，２５０

の他の職員で規則に定め ２ １，２５５

るもの ３ １，２６５

４ １，２７０

５ １，２８０

６ １，２９０

７ １，３００

５ 調理員兼給食配送補助 １ １，２７５

員 ２ １，２８０

３ １，２９０

４ １，２９５

５ １，３０５

６ １，３１５

７ １，３２５



６ 保育士・幼稚園教諭そ １ １，３５０

の他の職員で規則に定め ２ １，３５５

るもの ３ １，３６５

４ １，３７５

５ １，３８０

６ １，３９５

７ １，４０５

７ 就業援助相談員その他 １ １，６０５

の職員で規則に定めるも ２ １，６１０

の ３ １，６２５

４ １，６３０

５ １，６４０

６ １，６５５

７ １，６７０

８ 手話通訳士（者） １ １，６１５

２ １，６２０

３ １，６３５

４ １，６４０

５ １，６５０

６ １，６６５

７ １，６８０

９ 給食配送運転手その他 １ １，６８５

の職員で規則に定めるも ２ １，６９５

の ３ １，７０５

４ １，７１５

５ １，７２５

６ １，７４０

７ １，７５５

１０ 看護師その他の職員 １ １，８０５

で規則に定めるもの ２ １，８１５



３ １，８２５

４ １，８３５

５ １，８４５

６ １，８６５

７ １，８８０

１１ 非常勤講師 １ １，８４０

２ １，８５０

３ １，８６０

４ １，８７０

５ １，８８５

６ １，９００

７ １，９１５

１２ 保健師・助産師その １ ２，０５０

他の職員で規則に定める ２ ２，０６０

もの ３ ２，０７５

４ ２，０８５

５ ２，１００

６ ２，１１５

７ ２，１３５

１３ マイクロバス等運転 １ ２，１００

手 ２ ２，１１０

３ ２，１２５

４ ２，１３５

５ ２，１５０

６ ２，１７０

７ ２，１８５

１４ 教育研究所巡回相談 １ ２，１３０

員その他の職員で規則に ２ ２，１４０

定めるもの ３ ２，１５５

４ ２，１６５



５ ２，１８０

６ ２，２００

７ ２，２２０

１５ 教育研究所相談員そ １ ２，５１５

の他の職員で規則に定め ２ ２，５３０

るもの ３ ２，５４５

４ ２，５６０

５ ２，５７５

６ ２，５９５

７ ２，６２０

１６ 准看護師（診療所） １ １，５９０

２ １，５９５

３ １，６０５

４ １，６１５

５ １，６２５

６ １，６４０

７ １，６５５

１７ 看護師（診療所） １ １，８５５

２ １，８６５

３ １，８７５

４ １，８８５

５ １，９００

６ １，９１５

７ １，９３０

１８ 薬剤師（診療所） １ ３，８２５

２ ３，８４５

３ ３，８７０

４ ３，８９５

５ ３，９１５

６ ３，９５０



７ ３，９８５

附 則

（施行期日等）

第１条 この条例は、令和７年２月１日から施行する。

２ この条例による改正後の渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等

に関する条例（以下「改正後の条例」という。）別表第１及び別表第２の

規定は、令和６年４月１日から適用する。

３ 改正後の条例第１１条の２第２項の規定は、令和６年１２月１日から適

用する。

（報酬、期末手当及び勤勉手当の内払）

第２条 改正後の条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の

渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づ

いて支給された報酬、期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定によ

る報酬、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

（報酬、期末手当及び勤勉手当の取扱い）

第３条 次に掲げる会計年度任用職員の令和６年度中の報酬、期末手当及び

勤勉手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。

（１） 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって、任期が３か

月以内のもの

（２） １週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市長が定める者

第４条 前条に定めるもののほか、改正後の条例が適用される期間に会計年

度任用職員であった者（この条例の施行の日前までに退職し、又は死亡し

た者に限る。）の在職期間中の報酬、期末手当及び勤勉手当については、

改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

（委任）

第５条 前３条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。



理 由

渋川市職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、所要の改正をしようと

するものである。



渋川市一般職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（勤勉手当） （勤勉手当）

第１１条の２ （略） 第１１条の２ （略）

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従 ２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従

って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が

支給する勤勉手当の総額は、勤勉手当基礎額に１００分の６０を乗じて得 支給する勤勉手当の総額は、勤勉手当基礎額に１００分の５５を乗じて得

た額の総額を超えてはならない。 た額の総額を超えてはならない。

３～５ （略） ３～５ （略）

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

月額報酬表 月額報酬表

適用範囲 号給 報酬額（円） 適用範囲 号給 報酬額（円）

１ 一般事務等職員 １ ２１４，５００ １ 一般事務等職員 １ １９１，５００

２ ２１５，７００ ２ １９２，７００

３ ２１７，１００ ３ １９４，２００

４ ２１８，４００ ４ １９５，５００

５ ２１９，７００ ５ １９６，８００

６ ２２１，７００ ６ １９８，１００

７ ２２３，６００ ７ １９９，４００

２ 消費生活センター相談 １ ２１６，４００ ２ 消費生活センター相談 １ １９３，２００

員その他の職員で規則に ２ ２１７，６００ 員その他の職員で規則に ２ １９４，５００

定めるもの ３ ２１９，１００ 定めるもの ３ １９５，９００

４ ２２０，４００ ４ １９７，２００

５ ２２１，７００ ５ １９８，５００

６ ２２３，７００ ６ １９９，８００

７ ２２５，５００ ７ ２０１，１００

３ 公民館長その他の職員 １ ２３３，６００ ３ 公民館長その他の職員 １ ２０８，５００

で規則に定めるもの ２ ２３５，０００ で規則に定めるもの ２ ２０９，９００

３ ２３６，５００ ３ ２１１，４００

４ ２３７，９００ ４ ２１２，８００

５ ２３９，３００ ５ ２１４，２００

６ ２４１，４００ ６ ２１５，７００

議
案
第
６
号
参
考
資
料



７ ２４３，５００ ７ ２１７，１００

４ 保育士（担任）、幼稚 １ ２４４，１００ ４ 保育士（担任）、幼稚 １ ２１７，９００

園教諭（担任） ２ ２４５，５００ 園教諭（担任） ２ ２１９，３００

３ ２４７，１００ ３ ２２０，９００

４ ２４８，６００ ４ ２２２，４００

５ ２５０，０００ ５ ２２３，９００

６ ２５２，３００ ６ ２２５，４００

７ ２５４，４００ ７ ２２６，９００

５ 生活相談員 １ ２５９，８００ ５ 生活相談員 １ ２３１，９００

２ ２６１，３００ ２ ２３３，４００

３ ２６３，０００ ３ ２３５，１００

４ ２６４，６００ ４ ２３６，７００

５ ２６６，１００ ５ ２３８，３００

６ ２６８，５００ ６ ２３９，９００

７ ２７０，８００ ７ ２４１，４００

６ 気象防災アドバイザー １ ２７３，７００ ６ 気象防災アドバイザー １ ２４４，４００

、防災専門員 ２ ２７５，３００ 、防災専門員 ２ ２４６，０００

３ ２７７，１００ ３ ２４７，８００

４ ２７８，７００ ４ ２４９，５００

５ ２８０，４００ ５ ２５１，１００

６ ２８２，９００ ６ ２５２，８００

７ ２８５，３００ ７ ２５４，５００

７ 幼稚園長、幼稚園型認 １ ３１７，９００ ７ 幼稚園長、幼稚園型認 １ ２８３，８００

定こども園長 ２ ３１９，８００ 定こども園長 ２ ２８５，７００

３ ３２１，８００ ３ ２８７，８００

４ ３２３，７００ ４ ２８９，７００

５ ３２５，６００ ５ ２９１，６００

６ ３２８，６００ ６ ２９３，６００

７ ３３１，４００ ７ ２９５，５００

８ ＩＣＴ教育アドバイザ １ ３８９，７００ ８ ＩＣＴ教育アドバイザ １ ３４８，０００

ー ２ ３９２，０００ ー ２ ３５０，３００

３ ３９４，５００ ３ ３５２，９００

４ ３９６，９００ ４ ３５５，２００

５ ３９９，２００ ５ ３５７，６００

６ ４０２，８００ ６ ３６０，０００

７ ４０６，２００ ７ ３６２，３００

９ 北橘歴史資料館長 １ １３４，１００ ９ 北橘歴史資料館長 １ １１９，７００
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２ １３４，９００ ２ １２０，５００

３ １３５，７００ ３ １２１，３００

４ １３６，５００ ４ １２２，２００

５ １３７，３００ ５ １２３，０００

６ １３８，６００ ６ １２３，８００

７ １３９，８００ ７ １２４，６００

１０ 社会教育指導員 １ １６１，５００ １０ 社会教育指導員 １ １４４，２００

２ １６２，４００ ２ １４５，１００

３ １６３，５００ ３ １４６，２００

４ １６４，４００ ４ １４７，２００

５ １６５，４００ ５ １４８，２００

６ １６６，９００ ６ １４９，１００

７ １６８，３００ ７ １５０，１００

１１ 教育研究所所長 １ １８６，８００ １１ 教育研究所所長 １ １６６，８００

２ １８７，９００ ２ １６７，９００

３ １８９，１００ ３ １６９，１００

４ １９０，２００ ４ １７０，２００

５ １９１，３００ ５ １７１，４００

６ １９３，１００ ６ １７２，５００

７ １９４，７００ ７ １７３，６００

１２ 青少年センター指導 １ １８７，９００ １２ 青少年センター指導 １ １６７，８００

員 ２ １８９，０００ 員 ２ １６８，９００

３ １９０，２００ ３ １７０，１００

４ １９１，３００ ４ １７１，３００

５ １９２，５００ ５ １７２，４００

６ １９４，２００ ６ １７３，５００

７ １９５，８００ ７ １７４，７００

１３ 家庭児童相談員、母 １ ２１６，９００ １３ 家庭児童相談員、母 １ １９３，６００

子・父子自立支援員 ２ ２１８，２００ 子・父子自立支援員 ２ １９４，９００

３ ２１９，６００ ３ １９６，３００

４ ２２０，９００ ４ １９７，６００

５ ２２２，２００ ５ １９８，９００

６ ２２４，２００ ６ ２００，２００

７ ２２６，１００ ７ ２０１，６００

備考 （略） 備考 （略）

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）
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時間額報酬表 時間額報酬表

適用範囲 号給 報酬額（円） 適用範囲 号給 報酬額（円）

１ 事務補助員その他の職 １ １，１３０ １ 事務補助員その他の職 １ １，０００

員で規則に定めるもの ２ １，１３５ 員で規則に定めるもの ２ １，００５

３ １，１４０ ３ １，０１０

４ １，１５０ ４ １，０２０

５ １，１５５ ５ １，０２５

６ １，１６５ ６ １，０３０

７ １，１７５ ７ １，０４０

２ 温泉・観光施設等職員 １ １，１８５ ２ 温泉・観光施設等職員 １ １，０５０

その他の職員で規則に定 ２ １，１９０ その他の職員で規則に定 ２ １，０５５

めるもの ３ １，１９５ めるもの ３ １，０６０

４ １，２０５ ４ １，０７０

５ １，２１０ ５ １，０７５

６ １，２２５ ６ １，０８５

７ １，２３５ ７ １，０９０

３ 調理員 １ １，２２５ ３ 調理員 １ １，０８０

２ １，２３０ ２ １，０８５

３ １，２４０ ３ １，０９５

４ １，２４５ ４ １，１００

５ １，２５５ ５ １，１０５

６ １，２６５ ６ １，１１５

７ １，２７５ ７ １，１２０

４ 特別支援教育支援員そ １ １，２５０ ４ 特別支援教育支援員そ １ １，１０５

の他の職員で規則に定め ２ １，２５５ の他の職員で規則に定め ２ １，１１０

るもの ３ １，２６５ るもの ３ １，１２０

４ １，２７０ ４ １，１２５

５ １，２８０ ５ １，１３５

６ １，２９０ ６ １，１４０

７ １，３００ ７ １，１５０

５ 調理員兼給食配送補助 １ １，２７５ ５ 調理員兼給食配送補助 １ １，１３０

員 ２ １，２８０ 員 ２ １，１３５

３ １，２９０ ３ １，１４５

４ １，２９５ ４ １，１５０

５ １，３０５ ５ １，１６０

６ １，３１５ ６ １，１６５

７ １，３２５ ７ １，１７５
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６ 保育士・幼稚園教諭そ １ １，３５０ ６ 保育士・幼稚園教諭そ １ １，１９５

の他の職員で規則に定め ２ １，３５５ の他の職員で規則に定め ２ １，２００

るもの ３ １，３６５ るもの ３ １，２１０

４ １，３７５ ４ １，２２０

５ １，３８０ ５ １，２２５

６ １，３９５ ６ １，２３５

７ １，４０５ ７ １，２４０

７ 就業援助相談員その他 １ １，６０５ ７ 就業援助相談員その他 １ １，４２０

の職員で規則に定めるも ２ １，６１０ の職員で規則に定めるも ２ １，４２５

の ３ １，６２５ の ３ １，４４０

４ １，６３０ ４ １，４４５

５ １，６４０ ５ １，４５５

６ １，６５５ ６ １，４６５

７ １，６７０ ７ １，４７５

８ 手話通訳士（者） １ １，６１５ ８ 手話通訳士（者） １ １，４３０

２ １，６２０ ２ １，４３５

３ １，６３５ ３ １，４５０

４ １，６４０ ４ １，４５５

５ １，６５０ ５ １，４６５

６ １，６６５ ６ １，４７５

７ １，６８０ ７ １，４８５

９ 給食配送運転手その他 １ １，６８５ ９ 給食配送運転手その他 １ １，４９０

の職員で規則に定めるも ２ １，６９５ の職員で規則に定めるも ２ １，５００

の ３ １，７０５ の ３ １，５１０

４ １，７１５ ４ １，５２０

５ １，７２５ ５ １，５３０

６ １，７４０ ６ １，５４０

７ １，７５５ ７ １，５５０

１０ 看護師その他の職員 １ １，８０５ １０ 看護師その他の職員 １ １，６００

で規則に定めるもの ２ １，８１５ で規則に定めるもの ２ １，６１０

３ １，８２５ ３ １，６２０

４ １，８３５ ４ １，６３０

５ １，８４５ ５ １，６４０

６ １，８６５ ６ １，６５５

７ １，８８０ ７ １，６６５

１１ 非常勤講師 １ １，８４０ １１ 非常勤講師 １ １，６３０

２ １，８５０ ２ １，６４０
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３ １，８６０ ３ １，６５０

４ １，８７０ ４ １，６６０

５ １，８８５ ５ １，６７５

６ １，９００ ６ １，６８５

７ １，９１５ ７ １，６９５

１２ 保健師・助産師その １ ２，０５０ １２ 保健師・助産師その １ １，８１５

他の職員で規則に定める ２ ２，０６０ 他の職員で規則に定める ２ １，８２５

もの ３ ２，０７５ もの ３ １，８４０

４ ２，０８５ ４ １，８５０

５ ２，１００ ５ １，８６５

６ ２，１１５ ６ １，８７５

７ ２，１３５ ７ １，８９０

１３ マイクロバス等運転 １ ２，１００ １３ マイクロバス等運転 １ １，８６０

手 ２ ２，１１０ 手 ２ １，８７０

３ ２，１２５ ３ １，８８５

４ ２，１３５ ４ １，８９５

５ ２，１５０ ５ １，９１０

６ ２，１７０ ６ １，９２０

７ ２，１８５ ７ １，９３５

１４ 教育研究所巡回相談 １ ２，１３０ １４ 教育研究所巡回相談 １ １，８８５

員その他の職員で規則に ２ ２，１４０ 員その他の職員で規則に ２ １，８９５

定めるもの ３ ２，１５５ 定めるもの ３ １，９１０

４ ２，１６５ ４ １，９２０

５ ２，１８０ ５ １，９３５

６ ２，２００ ６ １，９５０

７ ２，２２０ ７ １，９６０

１５ 教育研究所相談員そ １ ２，５１５ １５ 教育研究所相談員そ １ ２，２２５

の他の職員で規則に定め ２ ２，５３０ の他の職員で規則に定め ２ ２，２４０

るもの ３ ２，５４５ るもの ３ ２，２５５

４ ２，５６０ ４ ２，２７０

５ ２，５７５ ５ ２，２８５

６ ２，５９５ ６ ２，３００

７ ２，６２０ ７ ２，３１５

１６ 准看護師（診療所） １ １，５９０ １６ 准看護師（診療所） １ １，４０５

２ １，５９５ ２ １，４１０

３ １，６０５ ３ １，４２０

４ １，６１５ ４ １，４３０
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５ １，６２５ ５ １，４４０

６ １，６４０ ６ １，４５０

７ １，６５５ ７ １，４６０

１７ 看護師（診療所） １ １，８５５ １７ 看護師（診療所） １ １，６４０

２ １，８６５ ２ １，６５０

３ １，８７５ ３ １，６６０

４ １，８８５ ４ １，６７０

５ １，９００ ５ １，６８５

６ １，９１５ ６ １，６９５

７ １，９３０ ７ １，７０５

１８ 薬剤師（診療所） １ ３，８２５ １８ 薬剤師（診療所） １ ３，３８５

２ ３，８４５ ２ ３，４０５

３ ３，８７０ ３ ３，４３０

４ ３，８９５ ４ ３，４５５

５ ３，９１５ ５ ３，４７５

６ ３，９５０ ６ ３，５００

７ ３，９８５ ７ ３，５２０


